
資料２ 

滋賀インターンシップ推進協議会設置要綱（案） 
 
（名称） 

第１条 本会は、滋賀インターンシップ推進協議会と称する。 
 
（目的） 

第２条 本会は、産業界、高等教育機関、行政等が連携を密にしてインターンシップ事業

を円滑かつ効率的に実施することで、若者の職業意識や勤労観を醸成するとともに、滋

賀県内の産業や企業等についての理解を深め、県内企業等への就職者の増加やミスマッ

チの防止を図ることにより、滋賀県の次代を担う人材を育成・確保することを目的とす

る。 

 

（所掌事項） 

第３条 本会は、次の各号に掲げる事項について協議する。 

（１）インターンシップの実施 

（２）インターンシップに関する調査研究 

（３）インターンシップに関する情報の収集および提供 

（４）その他、本会の目的を達成するために必要な事項 

 

（組織） 

第４条 本会は、別表に掲げる構成機関により組織する。 

２ 本会に、会長をおく。 

３ 会長は、滋賀県商工観光労働部長をもって充てる。 

４ 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

５ 第１項の規定にかかわらず、会長は、必要に応じ構成機関を追加することができる。 

 

（総会および運営部会） 

第５条 本会に、総会および運営部会をおく。 

２ 総会および運営部会の構成員は、構成機関の長が指名した者をもって充てる。 

３ 総会は、会長が招集し、総会の議長は、会長がこれに当たる。 

４ 運営部会に、部会長をおく。 

５ 部会長は、滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課長をもって充てる。 

６ 運営部会は、部会長が招集し、運営部会の議長は、部会長がこれに当たる。 

７ 総会および運営部会に構成員が出席できない場合は、代理人を出席させることができ

る。 

８ 会長および部会長は、必要があると認めるときは、オブザーバーとして関係者の出席 

を求めることができる。 

９ 総会および運営部会による協議は、必要に応じて、書面または電子メールによる意見

照会をもって代えることができる。 

 

（事務局） 

第６条 本会の庶務は、滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課において処理する。 

 



（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、本会の運営等に関して必要な事項は、会長が別に

定める。 

 

付 則 

この要綱は、平成 28 年 月 日から施行する。 

 

別表（第４条関係） 
構成機関 

滋賀県商工会議所連合会 

滋賀県商工会連合会 
滋賀県中小企業団体中央会 
滋賀経済同友会 
一般社団法人滋賀経済産業協会 
公益社団法人びわこビジターズビューロー 
公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 
一般社団法人滋賀県銀行協会 
滋賀県信用金庫協会 
滋賀県信用組合協会 
一般社団法人滋賀県農業会議 
滋賀県立大学 
滋賀大学 
成安造形大学 
聖泉大学 
長浜バイオ大学 
びわこ学院大学 
びわこ成蹊スポーツ大学 
立命館大学 
龍谷大学 
京都産業大学 
京都女子大学 
京都橘大学 
佛教大学 
日本労働組合総連合会滋賀県連合会 
滋賀労働局 
滋賀県 



 


